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は
じ
め
に

　

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）、
明
治
二
年
か
ら
続
く
明
治
政
府
に
よ
る
国
史
編
纂

事
業
を
引
き
継
ぎ
、
帝
国
大
学
に
史
料
編
纂
掛
が
設
置
さ
れ
た
。
史
料
編
纂
掛
は
、

設
置
直
後
よ
り
採
訪
に
着
手
し
、
明
治
三
四
年
か
ら
史
料
集
の
刊
行
を
開
始
し
た
。

編
纂
事
業
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、

長
き
に
わ
た
る
事
業
を
支
え
て
い
る
の
は
、
採
訪
の
継
続
と
膨
大
な
「
材
料
」
の
存

在
で
あ
る
。
史
料
編
纂
掛
は
、
史
料
集
の
刊
行
を
目
前
に
し
た
明
治
三
三
年
七
月
、

『
歴
史
地
理
』
に
広
告
を
掲
載
し
た
。

　
　

�

本
掛
ハ
元
内
閣
修
史
局
ノ
事
業
ヲ
継
続
シ
、
全
国
ノ
諸
華
族
諸
社
寺
諸
旧
家
等

ヨ
リ
材
料
ヲ
蒐
集
シ
、大
日
本
編
年
史
料
及
ビ
大
日
本
古
文
書
ヲ
編
成
セ
シ
ガ
、

本
年
度
ヨ
リ
更
ニ
之
ヲ
修
訂
シ
、
成
ル
ニ
従
ヒ
公
行
セ
ン
ト
ス
、
因
テ
此
際
尚

材
料
捜
索
ニ
尽
力
ス
ト
雖
、
自
カ
ラ
見
聞
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ア
ル
ベ
キ
ニ
ヨ
リ
、

古
文
書
旧
記
古
図
画
像
類
ヲ
始
メ
ト
シ
、
歴
史
ノ
材
料
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
所

蔵
セ
ラ
レ
、
若
ク
ハ
所
蔵
者
ヲ
承
知
セ
ラ
ル
ヽ
向
ハ
、
本
掛
ニ
報
道
ノ
労
ヲ
執

ラ
レ
ン
事
ヲ
切
望
ス
、

�

明
治
三
十
三
年
六
月　

東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛

　

編
纂
の
た
め
に
必
要
と
す
る
「
材
料
」
を
全
国
の
華
族
・
社
寺
・
旧
家
な
ど
か
ら

広
く
求
め
る
た
め
に
情
報
提
供
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
期
に
歴
史
の
編
纂
を
志
し
、
そ
の
た
め
の
「
材
料
」
を
求
め
て
い
た
の
は
史

料
編
纂
掛
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
筆
者
は
か
つ
て
、
明
治
二
一
年
に
宮
内
大
臣
か
ら

命
じ
ら
れ
た
「
国
事
鞅
掌
」
始
末
取
調
を
契
機
と
し
て
、
島
津
家
が
関
係
者
か
ら
の

聞
き
と
り
や
「
材
料
」
の
調
査
を
行
い
、
編
纂
に
必
要
と
考
え
た
史
料
の
筆
写
な
ど

を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
宮
内
省
か
ら
の
「
国
事
鞅
掌
」
始
末
取
調
は
最

終
的
に
は
ほ
ぼ
全
て
の
華
族
に
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
明
治
期
の
多
く
の
華
族
が
「
材

料
」
を
求
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
多
数
の
刊
行
物
を
世
に
送
り
出
し

た
史
料
編
纂
掛
に
比
べ
、
史
料
集
な
ど
を
刊
行
し
た
華
族
は
僅
か
で
あ
り
、
各
家
の

編
纂
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
も
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
こ
れ

ら
の
解
明
と
あ
わ
せ
、史
料
編
纂
掛
と
華
族
の
関
係
な
ど
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、

明
治
期
の
歴
史
編
纂
の
あ
り
方
を
捉
え
る
上
で
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

史
料
編
纂
掛
の
目
指
し
た
編
纂
・
刊
行
事
業
に
際
し
て
は
、全
国
各
地
に
残
る「
材

料
」
に
関
す
る
情
報
収
集
と
調
査
、
収
集
活
動
が
必
須
と
な
る
。
こ
の
た
め
の
関
係

各
所
と
の
往
来
信
は
、
本
所
所
蔵
の
「
往
復
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、「
往

復
」
を
用
い
て
、
明
治
期
の
史
料
編
纂
掛
の
採
訪
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
作
業

を
通
じ
、
史
料
編
纂
掛
か
ら
み
る
明
治
期
の
華
族
に
つ
い
て
考
え
、
今
後
の
研
究
へ

の
足
が
か
り
を
掴
み
た
い
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

研
究
報
告

寺　
　

尾　
　

美　
　

保

東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
か
ら
み
る
明
治
期
の
華
族

―
―
「
往
復
」
か
ら
の
検
討
―
―
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第
一
章　

史
料
編
纂
掛
と
「
往
復
」

　

本
章
で
は
、
史
料
編
纂
掛
の
業
務
内
容
と
「
往
復
」
の
関
係
を
整
理
す
る
。

一　
「
往
復
」
の
来
歴

　

明
治
二
八
年
四
月
一
日
、
文
科
大
学
に
史
料
編
纂
掛
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
帝
国

大
学
総
長
よ
り
達
せ
ら
れ
る
と
、
四
月
一
七
日
に
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
掛
員
規
約

が
制
定
さ
れ
た
。
編
纂
事
業
を
五
年
間
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
掛
員
に
対
し
て

は
、
公
務
中
の
み
な
ら
ず
余
暇
の
時
間
で
あ
っ
て
も
、
編
纂
事
業
を
妨
げ
る
こ
と
を

禁
じ
た
。
と
り
わ
け
、
論
説
考
証
な
ど
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、「
世
上
ノ
物
議
ヲ

招
ク
カ
如
キ
」
こ
と
を
避
け
、「
材
料
」
の
漏
洩
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
史
料

編
纂
掛
の
前
身
で
あ
る
帝
国
大
学
史
誌
編
纂
掛
が
、
設
置
か
ら
二
年
後
の
明
治
二
六

年
に
廃
止
と
な
る
原
因
と
な
っ
た
久
米
事
件
を
背
景
と
し
た
規
則
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
明
治
三
三
年
に
は
、
史
料
編
纂
事
業
の
一
五
年
間
継
続
延
長
が
決
定
し
、
こ
れ

ま
で
に
蒐
集
し
た
史
料
を
出
版
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
三
四
年
よ
り
始
ま
っ
た

の
が
、
今
日
ま
で
刊
行
が
続
い
て
い
る
『
大
日
本
史
料
』・『
大
日
本
古
文
書
』
で
あ

る
。関
連
し
て
、明
治
三
五
年
か
ら
は
史
料
展
覧
会
の
開
催
、明
治
三
八
年
か
ら
は「
史

料
絵
は
が
き
」
の
発
行
、
明
治
四
〇
年
か
ら
は
「
歴
史
科
教
授
用
参
考
掛
図
」
の
発

行
も
始
ま
っ
た
。
明
治
三
九
年
に
外
務
省
よ
り
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』
の
編
纂
を

引
き
継
ぎ
、
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
か
ら
は
文
部
省
か
ら
引
き
継
い
だ
維
新
史

料
編
纂
事
業
も
加
わ
り
、刊
行
物
の
種
類
を
増
や
し
な
が
ら
編
纂
事
業
は
継
続
し
た
。

こ
の
間
、
組
織
の
改
編
な
ど
を
繰
り
返
し
、
史
料
編
纂
掛
は
、
昭
和
四
年
に
史
料
編

纂
所
と
改
称
し
た
。

　
「
往
復
」
は
、
史
料
編
纂
掛
（
後
の
史
料
編
纂
所
）
の
各
種
事
業
に
関
わ
る
関
係

各
所
と
の
往
来
信
を
綴
っ
た
簿
冊
群
で
あ
る
。
明
治
二
八
年
の
史
料
編
纂
掛
設
置
以

降
、
昭
和
二
六
年
ま
で
の
間
の
簿
冊
が
残
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
三
四
六
冊
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。

　
「
往
復
」
は
長
く
赤
門
書
庫
に
退
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）

よ
り
、
整
理
・
保
全
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
と
「
往
復
」
の
編
成
方
法
の

推
移
に
つ
い
て
は
、
井
上
聡
「
所
史
史
料
調
査
の
現
状
と
展
望
―
本
所
所
蔵
の
『
往

復
』
を
中
心
に
―
」
に
詳
し
い
。
近
年
の
「
往
復
」
の
整
理
作
業
で
は
、
全
て
の
簿

冊
の
綴
じ
を
外
し
、
必
要
に
応
じ
て
修
理
や
補
強
作
業
が
施
さ
れ
、
綴
じ
を
外
し
た

段
階
で
、
全
紙
の
デ
ジ
タ
ル
撮
影
が
行
わ
れ
た
。
筆
者
は
、
平
成
二
七
年
よ
り
、
整

理
・
保
全
作
業
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
、「
往
復
」
の
研
究
資
源
化
の
た
め

の
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
収
載
情
報
の
目
録
化
を
継
続
中
で
あ
る
。
以
下
、
調
査

が
進
ん
で
い
る
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
ま
で
の
簿
冊
に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と
を

整
理
し
て
ゆ
き
た
い
。

二　

大
正
三
年
ま
で
の
「
往
復
」
の
概
要

　

史
料
編
纂
掛
で
は
、
大
正
四
年
以
降
は
、
宛
先
の
属
性
別
に
分
類
す
る
方
式
か
ら
、

全
て
の
往
来
信
を
時
系
列
で
並
べ
る
方
式
に
変
更
し
た
が
、
書
類
の
分
類
体
系
が
変

化
す
る
大
正
四
年
以
前
は
、
相
手
先
毎
に
一
件
の
や
り
と
り
を
ま
と
め
て
い
た
。
大

正
三
年
ま
で
の
簿
冊
一
四
一
冊
に
つ
い
て
、
表
紙
に
記
さ
れ
た
情
報
と
撮
影
さ
れ
た

画
像
枚
数
を
整
理
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
修
復
前
の
た
め
に
未
撮
影
の
簿
冊
も
あ

る
が
、
葉
書
や
電
報
、
領
収
書
な
ど
を
綴
じ
込
ん
だ
も
の
も
含
め
、
簿
冊
毎
に
一
〇

〇
～
五
〇
〇
枚
の
画
像
が
撮
影
さ
れ
て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
の
公
開
準
備
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）（

14
）
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表
１　

大
正
３
年
ま
で
の
「
往
復
」�

＊
編
年
史
料
掛

番
号

表
紙
の
情
報

画
像
枚
数

１

明
治
廿
三
年　

＊

府
県
往
復　

人

419

２

明
治
廿
八
年
四
月
以
降

官
省
院
庁
往
復

68

３

明
治
廿
八
年
四
月
以
降

府
県
往
復　

第
一

177

４

明
治
廿
八
年
四
月
以
降

府
県
往
復　

第
二

185

５

明
治
廿
八
年
以
降

社
寺
往
復

55

６

明
治
廿
八
年
四
月
以
降

皇
華
士
族
平
民
往
復

174

７

明
治
三
十
年
三
十
一
年

閣
省
院
庁
等
往
復

163

８

明
治
三
十
年

皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復

147

９

明
治
三
十
年

府
県
往
復

179

10

明
治
三
十
一
年

皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復

144

11

明
治
三
十
一
年

府
県
往
復

286

12

明
治
三
十
二
年
一
月
ヨ
リ

同　

三
十
二
年
十
二
月

華
族
往
復

108

13

明
治
三
十
二
年

官
省
等
往
復

199

14

明
治
三
十
二
年
一
月
ヨ
リ

社
寺
人
民
往
復

138

15

自
明
治
三
十
二
年
一
月

至
同　

三
十
三
年
三
月

府
県
往
復

158

16

明
治
三
十
三
年

華
族
往
復

128

17

明
治
三
十
三
年

官
省
学
校
往
復

95

18

明
治
三
十
三
年

社
寺
往
復

197

19

明
治
三
十
三
年

諸
氏
往
復

145

20

明
治
三
十
三
年
四
月
ヨ
リ

府
県
往
復

99

21

明
治
三
十
四
年

官
庁
并
学
校
往
復

103

22

明
治
三
十
四
年

社
寺
往
復
上

209

23

明
治
三
十
四
年

社
寺
往
復
下

152

24

明
治
三
十
四
年

皇
華
族
往
復

112

25

明
治
三
十
四
年

府
県
往
復

204

26

明
治
三
十
四
年

諸
氏
往
復

154

27

明
治
三
十
五
年

官
庁
并
学
校
往
復

97

28

明
治
三
十
五
年

社
寺
往
復

242

29

明
治
三
十
五
年

諸
氏
往
復

151

30

明
治
三
十
五
年

皇
華
族
往
復

124

31

明
治
三
十
五
年

府
県
往
復

260

32

明
治
三
十
六
年

官
庁
并
学
校
往
復

184

33

明
治
三
十
六
年

社
寺
往
復
一

230

34

明
治
三
十
六
年

社
寺
往
復
二

210

35

明
治
三
十
六
年

社
寺
往
復
三

166

36

明
治
三
十
六
年

皇
華
族
往
復

215

37

明
治
三
十
六
年

府
県
往
復
一

189

38

明
治
三
十
六
年

府
県
往
復
二

167

39

明
治
三
十
六
年

府
県
往
復
三

191

40

明
治
三
十
六
年

諸
氏
往
復

250

41

明
治
三
十
七
年

官
庁
并
学
校
往
復

132

42

明
治
三
十
七
年

社
寺
往
復
一

216

43

明
治
三
十
七
年

社
寺
往
復
二

163

44

明
治
三
十
七
年

社
寺
往
復
三

154

45

明
治
三
十
七
年

諸
氏
往
復

280

46

明
治
三
十
七
年

皇
華
族
往
復

302

47

明
治
三
十
七
年

府
県
往
復
一

153
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48

明
治
三
十
七
年

府
県
往
復
二

158

49

明
治
三
十
七
年

府
県
往
復
三

188

50

明
治
三
十
七
年

府
県
往
復
四

117

51

明
治
三
十
八
年

官
庁
并
学
校
往
復

177

52

明
治
三
十
八
年

社
寺
往
復
一

―

53

明
治
三
十
八
年

社
寺
往
復
二

―

54

明
治
三
十
八
年

社
寺
往
復
三

―

55

明
治
三
十
八
年

社
寺
往
復
四

―

56

明
治
三
十
八
年

社
寺
往
復
五

―

57

明
治
三
十
八
年

諸
氏
往
復
一

145

58

明
治
三
十
八
年

諸
氏
往
復
二

201

59

明
治
三
十
八
年

皇
華
族
往
復

234

60

明
治
三
十
八
年

府
県
往
復
一

226

61

明
治
三
十
八
年

府
県
往
復
二

207

62

明
治
三
十
九
年

官
庁
并
学
校
往
復

237

63

明
治
三
十
九
年

社
寺
往
復
一

275

64

明
治
三
十
九
年

社
寺
往
復
二

274

65

明
治
三
十
九
年

諸
氏
往
復
一

137

66

明
治
三
十
九
年

皇
華
族
往
復

203

67

明
治
三
十
九
年

府
県
往
復

256

68

明
治
四
十
年

官
庁
并
学
校
往
復

204

69

明
治
四
十
年

社
寺
往
復
一

190

70

明
治
四
十
年

社
寺
往
復
二

260

71

明
治
四
十
年

社
寺
往
復
三

218

72

明
治
四
十
年

諸
氏
往
復
一

173

73

明
治
四
十
年

諸
氏
往
復
二

315

74

明
治
四
十
年

皇
華
族
往
復

175

75

明
治
四
十
年

府
県
往
復

197

76

明
治
四
十
一
年

官
庁
并
学
校
往
復

188

77

明
治
四
十
一
年

社
寺
往
復
一

259

78

明
治
四
十
一
年

社
寺
往
復
二

239

79

明
治
四
十
一
年

諸
氏
往
復
一

236

80

明
治
四
十
一
年

諸
氏
往
復
二

230

81

明
治
四
十
一
年

皇
華
族
往
復

―

82

明
治
四
十
一
年

府
県
往
復

302

83

明
治
四
十
二
年

官
庁
并
学
校
往
復

191

84

明
治
四
十
二
年

行
政
裁
判
所
往
復

172

85

明
治
四
十
二
年

社
寺
往
復
一

247

86

明
治
四
十
二
年

社
寺
往
復
二

211

87

明
治
四
十
二
年

諸
氏
往
復
一

―

88

明
治
四
十
二
年

諸
氏
往
復
二

―

89

明
治
四
十
二
年

皇
華
族
往
復

111

90

明
治
四
十
二
年

府
県
往
復

172

91

明
治
四
十
三
年

官
庁
并
学
校
往
復

187

92

明
治
四
十
三
年

行
政
裁
判
所
往
復

177

93

明
治
四
十
三
年

社
寺
往
復
一

273

94

明
治
四
十
三
年

社
寺
往
復
二

234

95

明
治
四
十
三
年

諸
氏
往
復
一

252

96

明
治
四
十
三
年

諸
氏
往
復
二

268

97

明
治
四
十
三
年

皇
華
族
往
復

159
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98

明
治
四
十
三
年

府
県
往
復

149

99

明
治
四
十
四
年

往
復
一

369

100

明
治
四
十
四
年

往
復
二

386

101

明
治
四
十
四
年

往
復
三

326

102

明
治
四
十
四
年

往
復
四
止

367

103

明
治
四
十
四
年

官
庁
并
学
校
往
復

334

104

明
治
四
十
四
年

行
政
裁
判
所
往
復

123

105

明
治
四
十
四
年

社
寺
往
復
一

201

106

明
治
四
十
四
年

社
寺
往
復
二

217

107

明
治
四
十
四
年

諸
氏
往
復
一

258

108

明
治
四
十
四
年

諸
氏
往
復
二

259

109

明
治
四
十
四
年

皇
華
族
往
復

178

110

明
治
四
十
四
年

府
県
往
復

204

111

自
明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

往
復
一

457

112

自
明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

往
復
二

367

113

自
明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

往
復
三

384

114

自
明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

往
復
四

341

115

自
明
治
四
十
五
年

至
大
正
元
年

往
復
五
止

348

116

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

官
庁
并
学
校
往
復

256

117

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

社
寺
往
復
一

224

118

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

社
寺
往
復
二

207

119

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

諸
氏
往
復
一

209

120

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

諸
氏
往
復
二

―

121

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

皇
華
族
往
復

121

122

明
治
四
十
五
年

大
正
元
年

府
県
往
復

180

123

大
正
二
年

往
復
一

387

124

大
正
二
年

往
復
二

434

125

大
正
二
年

往
復
三

393

126

大
正
二
年

往
復
四
止

358

127

大
正
二
年

官
庁
并
学
校
往
復

257

128

大
正
二
年

社
寺
往
復
一

216

129

大
正
二
年

社
寺
往
復
二

227

130

大
正
二
年

諸
氏
往
復
一

238

131

大
正
二
年

諸
氏
往
復
二

284

132

大
正
二
年

皇
華
族
往
復

219

133

大
正
二
年

府
県
往
復

189

134

大
正
三
年

官
庁
幷
学
校
往
復

―

135

大
正
三
年

社
寺
往
復
一

301

136

大
正
三
年

社
寺
往
復
二

297

137

大
正
三
年

諸
氏
往
復
一

252

138

大
正
三
年

諸
氏
往
復
二

437

139

大
正
三
年

皇
華
族
往
復

231

140

大
正
三
年

府
県
往
復

236

141

大
正
三
年

往
復
二

―
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三　

簿
冊
の
分
類

　
「
往
復
」に
綴
ら
れ
て
い
る
往
来
信
の
内
容
は
、史
料
編
纂
掛
設
置
直
後
に
は
、「
材

料
」
の
所
在
に
関
す
る
情
報
収
集
や
調
査
依
頼
に
関
す
る
も
の
が
主
で
あ
る
。
地
方

へ
出
張
し
た
後
に
は
、
調
査
官
が
抜
粋
し
た
「
材
料
」
を
大
学
へ
移
し
、
影
写
本
・

謄
写
本
を
作
成
す
る
こ
と
も
あ
り
、貸
借
に
関
す
る
内
容
も
多
い
。『
大
日
本
史
料
』・

『
大
日
本
古
文
書
』
の
刊
行
が
決
定
す
る
と
、
再
調
査
や
掲
載
に
関
す
る
諸
連
絡
、

図
版
撮
影
に
関
す
る
内
容
が
増
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
活
用
し

て
、
展
覧
会
の
開
催
や
絵
は
が
き
・
図
録
（
歴
史
科
教
授
用
参
考
掛
図
）
の
作
成
業

務
が
始
ま
る
と
、
改
め
て
原
本
所
蔵
者
と
の
連
絡
が
必
要
と
な
る
。
大
正
三
年
ま
で

は
、こ
う
し
た
問
い
合
わ
せ
先
の
属
性
に
よ
っ
て
簿
冊
が
分
類
さ
れ
て
い
た（
表
２
）。

表
１
、
表
２
の
通
り
社
寺
と
の
や
り
と
り
を
綴
っ
た
簿
冊
が
最
も
多
く
、
次
い
で
府

県
、
諸
氏
、
皇
華
族
、
官
庁
や
学
校
の
簿
冊
が
複
数
作
成
さ
れ
た
。
明
治
三
四
年
以

降
に
な
る
と
、
表
紙
に
記
さ
れ
た
簿
冊
名
は
一
定
す
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
例
え
ば

「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
皇
華
族
」、「
社
寺
」、「
諸
氏
」

を
ま
と
め
た
簿
冊
も
あ
っ
た
（
表
２
、
備
考
覧
）。

　

こ
れ
ら
の
往
来
信
は
、
史
料
編
纂
掛
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
だ
け
で
は
な
く
、
史
料

編
纂
掛
が
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
材
料
」
運
搬
に
関
す

る
こ
と
や
、
返
却
の
督
促
、「
材
料
」
の
自
薦
、
史
料
編
纂
掛
の
調
査
成
果
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
、
影
写
本
・
謄
写
本
の
調
査
依
頼
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
、
編
纂
業

務
に
際
す
る
人
員
の
手
配
や
、
裁
判
へ
の
協
力
要
請
も
あ
り
、
後
者
は
明
治
四
二
年

か
ら
は
「
行
政
裁
判
所
往
復
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
刊
行
物
が
増
え
て
く
る
と
、

刊
行
物
の
注
文
や
発
送
に
関
す
る
連
絡
文
書
も
増
え
、
明
治
四
四
年
か
ら
は
、
こ
う
し

た
出
版
に
関
す
る
事
務
文
書
は「
往
復（
乙
類
）」と
し
て
別
に
綴
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
章　

史
料
編
纂
掛
と
し
て
の
採
訪
の
初
動

　

本
章
で
は
、
史
料
編
纂
掛
に
と
っ
て
設
置
直
後
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
た
採
訪
の

初
動
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

一　

史
料
編
纂
掛
設
置
以
前
に
つ
い
て

　

明
治
期
の
国
史
編
纂
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
史
料
編
纂
掛
設
置
ま
で
の
経
緯

に
つ
い
て
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史　

史
料
集
』
に
整
理
さ
れ
て
い
る
他
、
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
の
研
究
や
宮
地
正
人
ら
に
よ
る
史
料
編
纂
所
史
と
し
て
の
研

究
、
本
所
所
蔵
の
「
修
史
局
・
修
史
館
史
料
」
を
用
い
た
松
沢
裕
作
の
研
究
、
修
史
部

局
に
よ
る
「
府
県
史
料
」
の
編
纂
に
つ
い
て
の
佐
藤
大
悟
の
研
究
な
ど
が
あ
る
。
事

業
の
継
続
困
難
の
要
因
と
し
て
、
正
史
の
編
纂
構
想
・
編
纂
方
針
の
競
合
や
、
予
算

削
減
に
よ
る
業
務
再
編
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
編
纂
主
体
と
し
て

の
政
府
部
局
（
修
史
局
な
ど
）
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
本
所
蔵
者
側
に
注
目

し
た
も
の
は
僅
か
で
あ
る
。
政
府
部
局
に
よ
っ
て
、
原
本
所
蔵
者
に
ど
の
よ
う
な
接

近
方
法
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
材
料
」

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

表
２　

大
正
３
年
ま
で
の
「
往
復
」（
分
類
別
）

簿
冊
名

冊
数

備
考

府
県
往
復

27

官
庁
并
学
校
往
復

18

官
省
院
庁
往
復（
２
）、閣
省
院
庁
等
往
復（
７
）、官
省
等
往
復（
13
）、

官
省
学
校
往
復
（
17
）

社
寺
往
復

36

社
寺
人
民
往
復
（
14
）

皇
華
族
往
復

19

皇
華
士
族
平
民
往
復
（
６
）、
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
（
８
、

10
）
＊
、
華
族
往
復
（
12
、
16
）

諸
氏
往
復

24

行
政
裁
判
所
往
復

３

往
復
（
乙
類
）

14

（
注
）�「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
（
８
、
10
）」
は
、
皇
華
族
と
の
往
来
信
が
主
で
あ
る
た
め
「
皇

華
族
」
に
計
上
し
た
。
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の
探
索
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
明
治
五
年
一
一
月
に
、
関
係
官
庁
に
対
し
官
庁
公
文
書

の
散
逸
を
厳
達
、
大
名
華
族
に
は
系
譜
の
提
出
を
、
明
治
六
年
五
月
に
は
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
か
ら
明
治
元
年
の
諸
史
料
の
提
出
を
達
し
た
こ
と
。
明
治
一
八
年
か

ら
五
ヶ
年
間
か
け
て
、
広
域
の
史
料
採
訪
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
各
地
に
散
見
す
る

近
世
期
に
藩
史
な
ど
史
誌
編
纂
に
関
与
し
た
人
物
や
、
明
治
期
に
自
治
体
史
編
纂
に

関
与
し
た
人
物
の
関
与
な
ど
で
あ
る
。

　

明
治
期
の
採
訪
や
編
纂
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
徒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
現

在
は
、
手
が
か
り
と
な
る
史
料
の
整
理
や
公
開
に
向
け
た
整
備
が
各
々
す
す
め
ら
れ

て
い
る
。本
所
に
残
る
明
治
二
年
か
ら
明
治
二
一
年
ま
で
の
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、

前
掲
井
上
論
文
の
付
表
一
に
、
明
治
二
三
年
か
ら
昭
和
二
九
年
ま
で
の
期
間
に
お
け

る
「
往
復
」
お
よ
び
周
辺
史
料
に
つ
い
て
は
付
表
二
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参

照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
の
関
係
史
料
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課

題
と
し
、
以
下
は
、
原
則
と
し
て
「
往
復
」
か
ら
知
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
て
い
く
。ま
た
、「
往
復
」も
長
大
な
期
間
を
網
羅
し
て
い
る
た
め
、本
章
で
は
、

史
料
編
纂
掛
に
よ
る
採
訪
の
初
動
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

以
下
、「
往
復
」
に
つ
い
て
は
、
表
１
の
番
号
、
簿
冊
名
と
文
書
番
号
を
括
弧
内

に
記
す
。

二　

府
県
へ
の
目
録
提
出
要
請

　

史
料
編
纂
掛
は
、
明
治
二
八
年
四
月
か
ら
、
全
国
的
な
編
纂
材
料
の
蒐
集
を
開
始

し
た
。
初
め
に
、
府
県
に
対
し
、
直
轄
下
の
社
寺
華
士
族
旧
家
所
蔵
の
古
文
書
類
の

目
録
作
成
を
依
頼
し
た
。
３
「
府
県
往
復　

第
一
」（
明
治
二
八
年
）
に
は
、
愛
知
・

鳥
取
・
島
根
・
岡
山
・
広
島
・
山
口
県
知
事
に
対
す
る
、「
古
文
書
目
録
調
製
之
件

ニ
付
愛
知
県
以
下
五
県
へ
御
照
会
案
」
か
ら
始
ま
る
一
件
書
類
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

同
書
は
、
四
月
一
四
日
に
作
成
さ
れ
、
史
料
編
纂
委
員
（
担
当
）、
総
長
、
書
記
官
、

書
記
に
回
覧
さ
れ
、
朱
書
き
の
修
正
を
加
え
て
あ
る
。
枠
外
上
段
に
四
月
二
七
日
送

達
済
と
の
朱
書
き
が
あ
り
、
清
書
し
た
書
状
が
四
月
二
七
日
に
愛
知
以
下
五
県
に
送

付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
文
書
は
、
帝
国
大
学
総
長
名
で
県
知
事
宛
に
出
さ
れ
、

目
録
提
出
期
限
は
、
五
〇
日
後
と
な
る
六
月
一
五
日
と
し
た
。
同
書
状
に
は
、「
古

文
書
種
類
」
と
「
目
録
書
式
」
と
題
す
る
文
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
３
「
府
県
往

復　

第
一
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
一
六
五
）。

　
　

�

史
料
編
纂
事
業
本
月
一
日
ヨ
リ
着
手
候
ニ
付
、
全
国
ヨ
リ
材
料
蒐
輯
致
度
就
而

者
貴
県
管
下
各
郡
市
社
寺
華
士
族
旧
家
所
蔵
之
古
文
書
等
、
乍
御
手
数
別
紙
種

類
ニ
照
準
シ
可
成
遺
漏
ナ
ク
詳
細
御
取
調
之
上
、
各
郡
市
別
ニ
目
録
ヲ
調
製
シ

六
月
十
五
日
迄
ニ
本
学
ヱ
御
送
付
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　
　
　
　

明
治
廿
八
年
四
月�

帝
国
大
学
総
長
姓
名

　
　
　

愛
知　

鳥
取　

島
根　

岡
山　

広
島　

山
口　

県
知
事
宛

　
　
　

追
テ
出
張
員
派
出
之
節
ハ
前
以
御
通
知
可
致
候
也

　

本
状
に
は
、
以
下
の
「
古
文
書
種
類
」、「
目
録
書
式
」
が
添
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

古
文
書
種
類

一�

詔
、
勅
、
宸
翰
、
綸
旨
、
院
宣
、
女
房
奉
書
類

二�

太
政
官
府
、
弁
官
、
下
文
、
省
符
、
国
宣
、
郡
判
類

三�

摂
家
将
軍
家
下
文
、
御
教
書
、
下
知
状
類

四�

條
制
、
禁
制
、
掟
書
類

五�

訴
状
、
陳
状
、
裁
許
状
、
請
文
類

六�

軍
忠
状
、
着
到
状
、
感
状
、
賞
状
類

七�

誓
紙
、
起
請
文
類

八�

田
地
売
買
証
文
、
譲
状
、
寄
進
状
類

九�
山
林
河
川
道
路
宿
駅
殖
産
工
業
等
ニ
関
ス
ル
書
類

十�
朝
臣
武
将
其
他
碩
学
髙
僧
書
状
類

十
一�

日
記
、
旧
記
及
ヒ
奥
書
ア
ル
古
文
経
巻
類

十
二�

家
譜
伝
記
普
通
ノ
戦
記
ハ
除
ク
系
図
類

（
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十
三�

社
寺
縁
起
棟
札
、
資
財
帳
、
勧
進
帳
類

十
四�
文
武
将
士
奇
人
髙
僧
画
像

十
五�
古
昔
地
図
戦
図

　
　
　
　

第
八
第
十
三
ニ
限
リ
徳
川
中
年
迄
其
他
ハ
維
新
前
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

目
録
書
式

第
一
種
類
ハ　

其
天
皇
詔
書
ト
書
ス
勅
書
宸
翰
綸
是
等
並
ニ
之
ニ
準
ス

第
二
種
類
ハ　

年
号
月
日
太
政
符
ト
書
ス
弁
官
下
文
省
符
国
宣
等
並
ニ
之
ニ
準

ス第
三
ヨ
リ
第
八
マ
デ
及
ヒ
第
十
ハ　

年
号
月
日
某
々
下
文
又
ハ
下
知
状
ト
書
ス

仮
令
ハ
文
治
三
年
五
月
一
日
源
頼
下
文
或
ハ
弘
安
二
年
三
月
二
日
北
條
相
模
守

下
知
状
ノ
類
其
餘
並
ニ
之
ニ
準
ス

　
　

但
田
地
売
買
証
文
ハ
年
月
ノ
ミ
ヲ
記
シ
姓
名
ヲ
載
ス
ル
ニ
及
ハ
ス

第
十
一
ハ　

略
其
年
代
ヲ
記
ス

第
十
二
以
下
ハ　

著
作
ノ
年
月
知
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
限
リ
其
由
ヲ
注
記
ス
画
像
ノ

如
キ
ハ
略
ソ
ノ
新
古
ヲ
記
ス

　

そ
の
後
も
、
明
治
二
九
年
に
三
重
・
福
井
・
石
川
・
富
山
・
新
潟
に
（
４
「
府
県

往
復　

第
二
」〈
明
治
二
八
年
〉坤
第
五
六
）、明
治
三
〇
年
に
青
森
・
山
形
・
秋
田
・

広
島
に
（
９
「
府
県
往
復
」〈
明
治
三
〇
年
〉
坤
第
七
一
五
）、「
材
料
種
類
」、「
目

録
書
式
」
を
添
え
た
材
料
目
録
調
製
の
要
請
が
続
い
て
い
る
。
一
部
を
除
き
、
対
象

と
な
る
時
期
は「
維
新
前
迄
」と
あ
り
、「
文
武
将
士
奇
人
高
僧
ノ
画
像
、及
ヒ
風
俗
、

建
築
、
美
術
等
ニ
関
ス
ル
図
画
」
な
ど
と
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
書
」
の
範

囲
を
超
え
た
美
術
資
料
も
含
め
て
い
る
。
提
出
さ
れ
た
目
録
は
「
往
復
」
に
は
綴
ら

れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
情
報
が
収
集
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
に

し
が
た
い
。
ま
た
、
史
料
編
纂
掛
以
前
の
修
史
局
な
ど
の
部
局
に
お
い
て
、
地
方
に

目
録
作
成
を
求
め
た
事
例
が
あ
る
か
否
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
上
記
の
も
の
は
、
帝
国
大
学
の
史
料
編
纂
掛
と
し
て
公
式
に
出
さ
れ
た
最
初
の

目
録
様
式
で
あ
り
、
史
料
編
纂
掛
の
採
訪
が
府
県
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
を
手
掛
か

り
と
し
て
着
手
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

三　

府
県
へ
の
出
張

　

明
治
二
八
年
四
月
の
五
県
へ
の
目
録
要
請
に
対
し
、
も
っ
と
も
早
く
応
答
し
た
の

は
島
根
県
で
あ
っ
た
。
六
月
一
四
日
、
島
根
県
知
事
曽
我
部
道
夫
よ
り
、
調
査
が
終

了
し
て
お
ら
ず
、期
限
内
の
目
録
提
出
が
困
難
で
あ
る
旨
の
相
談
が
あ
っ
た（
４「
府

県
往
復　

第
二
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
一
六
五
）。
や
り
と
り
の
後
、
出
来
上
が
っ

た
分
か
ら
随
時
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
初
に
指
定
さ
れ
た
五
〇

日
以
内
に
目
録
を
提
出
で
き
た
府
県
は
な
く
、
他
四
県
も
概
ね
同
様
の
や
り
と
り
を

行
っ
て
い
る
。

　

史
料
編
纂
掛
に
よ
る
初
め
て
の
出
張
は
、
明
治
二
八
年
七
月
一
七
日
か
ら
八
月
二

六
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。訪
問
先
は
、未
だ
目
録
提
出
が
完
了
し
て
い
な
い
島
根
・

鳥
取
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
岡
山
・
広
島
・
山
口
三
県
に
出
張
（
明
治
二
九
年
二
月

二
九
日
～
五
月
一
四
日
）、
愛
知
県
・
三
重
県
に
出
張
（
明
治
二
九
年
七
月
一
九
日

～
九
月
一
六
日
）
し
て
い
る
。
府
県
か
ら
提
出
さ
せ
た
目
録
は
、
督
促
を
行
っ
て
い

る
が
、
目
録
提
出
を
待
っ
て
出
張
計
画
を
立
て
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
出
張

先
で
は
、
府
県
を
介
し
て
調
査
を
行
い
、
事
前
に
指
定
し
て
い
た
「
材
料
」
を
確
認

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
地
に
お
い
て
も
さ
ら
に
関
係
す
る
「
材
料
」
の
提
出
を
求

め
た
。
担
当
者
が
現
地
に
お
い
て
確
認
し
た
「
材
料
」
を
選
別
し
た
後
、
所
蔵
者
の

許
可
を
得
て
、
後
日
、
送
料
を
史
料
編
纂
掛
で
負
担
し
て
、
小
包
郵
便
や
内
国
通
運

便
を
利
用
し
て
送
付
し
て
も
ら
い
、
筆
写
し
て
返
却
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。

運
送
費
や
保
険
な
ど
は
史
料
編
纂
掛
が
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
岡
山
県
知
事

か
ら
あ
っ
た
問
い
合
わ
せ
へ
の
回
答
を
見
る
と
、
借
用
し
た
史
料
は
二
～
四
ヶ
月
で

返
却
す
る
こ
と
と
し
、
借
用
中
は
大
学
図
書
館
収
蔵
庫
で
保
存
す
る
こ
と
。
運
搬
に

（
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つ
い
て
は
保
険
付
き
と
す
る
が
、
評
価
額
が
高
額
と
な
っ
た
場
合
に
は
安
全
面
と
予

算
面
を
勘
案
し
、
汽
車
便
の
扱
い
と
し
た
い
な
ど
と
す
る
相
談
も
事
前
に
な
さ
れ
て

い
る
（
４
「
府
県
往
復　

第
二
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
二
八
四
）。
採
訪
の
細
か
い

規
定
は
、
実
際
の
運
用
を
繰
り
返
す
中
で
、
試
行
錯
誤
さ
れ
な
が
ら
作
成
し
、
引
き

継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

府
県
側
は
、
史
料
編
纂
掛
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
後
、
市
郡
に
下
達
し
て
情
報
を

吸
い
上
げ
、
目
録
な
ど
の
形
に
整
理
し
た
上
で
史
料
編
纂
掛
へ
返
答
す
る
と
い
う
形

で
進
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
府
県
を
中
継
地
と
し
た
地
方
に
お
け
る
採
訪
の
や

り
方
が
取
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
以
前
に
も
同
様
な
調
査
が
行
わ
れ
た
実
績
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
明
治
初
期
の
国
史
編
纂
の
過
程
に
お
い
て
は
、
第
一
に
徳
川
幕
府

の
書
籍
類
や
か
つ
て
公
家
や
大
名
か
ら
提
出
さ
せ
て
い
た
編
纂
物
が
利
用
さ
れ
た

が
、
全
国
に
散
ら
ば
る
「
材
料
」
の
必
要
性
も
渇
望
さ
れ
て
お
り
、
明
治
六
年
に
宮

城
県
、
明
治
七
年
、
明
治
九
年
に
水
戸
に
お
け
る
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時

も
、
茨
城
県
の
協
力
の
も
と
に
、
予
め
準
備
さ
れ
た
「
材
料
」
を
現
地
で
確
認
し
、

東
京
で
筆
写
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、明
治
中
期
に「
国

事
鞅
掌
」
始
末
取
調
を
命
じ
ら
れ
た
大
名
華
族
が
、
所
蔵
史
料
だ
け
で
は
十
分
で
な

い
こ
と
を
認
識
し
、
家
臣
や
交
流
の
あ
っ
た
他
家
に
残
る
「
材
料
」
の
採
訪
を
渇
望

し
、
そ
の
結
果
、
期
限
内
に
提
出
で
き
な
く
な
っ
た
事
例
と
構
造
的
に
は
同
じ
で
あ

る
。
但
し
、
大
名
華
族
は
府
県
を
介
し
て
調
査
を
行
う
の
で
は
な
く
、
旧
知
の
人
脈

を
駆
使
し
て
お
り
、ま
た
、単
に
文
字
史
料
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
聞
き
と
り
も
行
っ

て
い
た
。

　

で
は
、
府
県
は
大
名
華
族
が
所
蔵
す
る
「
材
料
」
も
管
轄
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

岡
山
県
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
（
４
「
府
県
往
復　

第
二
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第

一
六
五
）。

本
年
四
月
廿
七
日
坤
一
六
五
号
ヲ
以
テ
御
照
会
相
成
候
史
料
編
纂
材
料
之
儀
ニ

付
、
県
下
各
郡
市
長
へ
相
達
置
候
処
、
備
中
国
阿
賀
哲
多
両
郡
ニ
テ
ハ
右
ニ
当

ル
モ
ノ
無
之
、
其
他
別
紙
之
通
目
録
差
出
候
ニ
付
、
御
廻
致
候
条
可
然
御
取
捨

相
成
度
此
段
及
御
回
答
候
也

　

�

追
テ
岡
山
市
居
住
池
田
侯
爵
所
蔵
ニ
係
ル
書
類
ニ
関
シ
テ
ハ
市
長
ヨ
リ
同
家

へ
照
会
中
之
趣
申
出
候
条
此
段
申
添
候
也

明
治
廿
八
年
七
月
十
三
日�

岡
山
県
知
事
河
野
忠
三
（
印
）

帝
国
大
学
総
長
濱
尾
新
殿

　

岡
山
県
も
、
市
郡
に
下
達
し
て
情
報
を
吸
い
上
げ
て
い
る
も
の
の
、
池
田
侯
爵
家

に
つ
い
て
は
、
市
長
を
通
じ
て
要
請
す
る
と
連
絡
し
て
い
る
。
当
時
の
岡
山
県
知
事

河
野
忠
三
（
一
八
五
一
～
一
九
二
二
）
が
萩
藩
出
身
で
あ
る
の
に
対
し
、
岡
山
市
長

小
田
安
正
（
一
八
四
四
～
一
九
〇
八
）
は
岡
山
藩
出
身
で
あ
り
、
池
田
家
に
通
じ
る

人
脈
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
編
纂
掛
は
、
池
田
家
と
の
調
整
が
済
み
次
第
、

な
る
べ
く
早
急
に
目
録
を
送
付
し
て
欲
し
い
と
応
じ
た
。
そ
の
後
、
岡
山
・
広
島
・

山
口
へ
の
出
張
が
開
始
さ
れ
、
池
田
家
所
蔵
分
は
、
岡
山
市
内
に
あ
る
池
田
侯
爵
事

務
所
で
閲
覧
が
叶
っ
た
。
史
料
編
纂
掛
は
、
後
日
、
閲
覧
し
た
「
材
料
」
の
一
部
を

借
用
し
、
東
京
で
謄
写
し
た
い
旨
を
申
し
出
た
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明

治
二
八
年
〉
坤
第
三
一
七
）。
こ
の
際
、
池
田
侯
爵
家
の
所
蔵
分
も
一
括
し
て
岡
山

県
か
ら
発
送
し
て
も
ら
う
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
池
田
家
所
蔵
分
に
つ
い
て
は
、
岡

山
県
と
は
別
に
池
田
家
扱
い
と
な
り
、
同
家
の
家
扶
で
あ
る
桑
原
越
太
郎
が
史
料
編

纂
掛
ま
で
持
参
し
た
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
五
三
三
）。

岡
山
県
の
事
例
の
よ
う
に
、
管
轄
地
に
あ
る
と
は
い
え
、
旧
領
主
で
も
あ
る
華
族
は

必
ず
し
も
府
県
で
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
華
族
の
事
務
所
を
利
用
す

る
な
ど
別
枠
の
扱
い
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
史
料
編
纂
掛

の
華
族
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
改
め
て
考
え
た
い
。
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第
三
章　

史
料
編
纂
掛
の
採
訪
と
華
族

　

史
料
編
纂
掛
は
、
全
国
的
な
採
訪
に
際
し
、
当
初
は
府
県
を
通
じ
て
華
族
所
蔵
の

「
材
料
」
に
辿
り
着
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
採
訪
開
始
直
後
の
岡
山
県
の
事
例
で

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
府
県
を
通
じ
た
華
族
へ
の
や
り
と
り
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と

判
断
さ
れ
た
た
め
か
、
華
族
に
は
府
県
と
は
別
に
様
々
な
方
法
を
模
索
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

一　
「
家
譜
」
な
ど
の
編
纂
物
か
ら
の
接
近

　

個
別
の
華
族
に
対
す
る
直
接
の
採
訪
実
施
は
、「
往
復
」
で
確
認
で
き
る
も
の
と

し
て
は
、
桑
名
松
平
家
の
事
例
が
早
い
。
明
治
二
八
年
六
月
（
三
日
作
成
、
五
日
に

送
達
済
）、
子
爵
松
平
定
教
に
対
す
る
帝
国
大
学
総
長
文
書
に
よ
れ
ば
、
松
平
家
編

纂
の
「
旧
記
及
文
書
類
」
を
閲
覧
す
る
た
め
に
、
史
料
編
纂
委
員
の
三
上
参
次
が
参

館
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
可
を
得
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
ぐ
に
は
応
答
が
な

く
、一
〇
月
に
督
促
の
書
状
を
差
し
出
し
、一
〇
月
一
九
日
に
閲
覧
許
可
が
出
た（
６

「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
二
二
六
）。
こ
の
結
果
、
松
平
家
所

蔵
の
旧
記
の
内
、
数
点
を
借
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
二
月
一
六
日
作
成
、
一
二
月

二
〇
日
送
達
の
文
書
で
借
用
申
請
を
行
い
、
明
治
二
九
年
一
月
に
使
者
が
松
平
邸
に

取
り
に
行
く
形
で
借
用
が
叶
い
、
同
年
五
月
二
五
日
に
文
科
大
学
書
記
多
田
賢
意
が

携
帯
し
て
返
却
し
た
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
六
九
二
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
直
接
華
族
の
邸
宅
に
出
向
い
て
史
料
を
借
用
し
て
い
る
事
例
も
あ

る
が
、
多
く
は
、
各
家
が
所
蔵
す
る
「
旧
記
」
や
「
家
譜
」
な
ど
の
旧
藩
ま
た
は
華

族
家
に
よ
る
編
纂
物
を
手
が
か
り
に
し
て
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う
に
史
料
編
纂
掛
は
、
維
新
直
後
か
ら
継
続
さ
れ
て
き
た
国
史
編
纂
事
業
を

引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
以
前
の
調
査
で
蒐
集
さ
れ
た
情
報
も
継
承

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
華
族
に
つ
い
て
は
、
修
史
局
が
華
族
に
提
出
を

要
請
し
て
い
た
「
家
譜
」
が
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
家
譜
」
は
、
本
所
に
も

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
酒
井
信
彦
に
よ
る
研
究
も
あ
る
。
酒
井
に
よ
れ
ば
、
明
治
政
府

の
要
請
に
よ
り
、
大
名
華
族
は
明
治
六
年
、
公
家
華
族
は
明
治
八
年
に
提
出
さ
れ
た

「
家
譜
」
が
、
そ
の
後
修
史
局
で
も
利
用
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
史
料
編
纂
掛
に
移
管
さ

れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
史
料
編
纂
掛
は
、「
家
譜
」
が
根
拠
と
し
た
原
史
料
の
閲
覧

を
求
め
た
り
、
華
族
に
よ
る
「
家
譜
」
の
追
加
編
纂
分
を
要
請
し
た
り
、
時
に
は
未

提
出
分
の
督
促
を
行
っ
て
お
り
、
家
譜
に
つ
い
て
、「
本
学
に
於
て
史
料
編
纂
上
最

モ
必
要
ヺ
感
候
」
書
類
で
あ
る
と
評
し
て
借
用
を
求
め
る
場
合
も
あ
っ
た
（
10
「
皇

華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
二
一
）。
華
族
家
で
そ
の
後
に
編
纂

し
た
分
が
あ
れ
ば
謄
写
し
て
送
付
し
て
欲
し
い
と
要
請
し
、
そ
の
際
に
は
、「
所
蔵

之
文
書
記
録
等
」
も
併
せ
て
送
付
し
て
欲
し
い
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。（
10
「
皇

華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
二
〇
）。
佐
倉
堀
田
家
に
要
請
し
た

時
に
は
、
借
用
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
史
料
編
纂
掛
に
て
謄
写
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
、

堀
田
家
か
ら
は
「
藩
史
料
」
三
冊
を
借
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
過

程
で
、
史
料
編
纂
掛
が
家
譜
の
間
違
い
を
見
つ
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
鍋

島
直
茂
が
徳
川
家
康
と
拝
謁
し
た
年
次
に
つ
い
て
、
至
急
取
調
、
関
す
る
記
録
類
な

ど
を
提
出
し
て
欲
し
い
と
、
佐
賀
鍋
島
家
へ
申
し
送
っ
て
い
る
。
本
件
に
つ
い
て
は

欄
外
に
朱
書
き
で
「
本
件
取
調
者
文
学
士
中
野
礼
四
郎
、
十
月
五
日
出
頭
口
頭
ヲ
以

テ
三
上
部
長
へ
答
ア
リ
」と
あ
る（
16「
華
族
往
復
」〈
明
治
三
三
年
〉史
第
一
三
〇
）。

　

史
料
編
纂
掛
か
ら
華
族
へ
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
仲
介
者
を
求
め
る
場
合
も
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
薩
摩
島
津
家
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
は
ず
の
家
譜
が
見
当
た
ら

な
い
と
し
て
、
島
津
家
に
提
出
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
史
料
編
纂
掛
か
ら
直

接
島
津
家
に
問
い
合
わ
せ
る
前
に
、
史
料
編
纂
委
員
の
三
上
参
次
が
、
島
津
家
編
纂

員
の
寺
師
宗
徳
と
市
来
政
方
に
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺

平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
文
書
番
号
無
）。
こ
れ
以
前
に
公
爵
島
津
忠
重
に
問
い

合
わ
せ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
編
纂
員
同
志
が
連
絡
を
取
り
合
っ
た
事
例
で

（
23
）
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あ
る
。
他
に
も
、
明
治
三
一
年
一
月
に
東
京
帝
国
大
学
総
長
か
ら
公
爵
三
條
公
美
宛

に
充
て
た
書
状
で
、
当
時
提
出
が
な
か
っ
た
家
譜
を
求
め
、
併
せ
て
、
同
家
が
所
蔵

す
る
「
日
記
文
書
等
」
も
借
用
し
た
い
と
申
し
出
て
い
る
が
、
史
料
編
纂
掛
の
三
上

参
次
か
ら
、
三
条
家
編
輯
嘱
託
員
磯
野
佐
一
郎
氏
へ
申
し
入
れ
済
で
あ
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
二
一
）。
こ

の
よ
う
に
、該
期
の
史
料
編
纂
掛
と
華
族
家
が
雇
用
し
て
い
る
編
纂
員
と
の
間
に
は
、

こ
れ
以
前
よ
り
人
的
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

華
族
の
編
纂
員
だ
け
で
は
な
く
、
旧
臣
を
通
じ
て
華
族
へ
問
い
合
わ
せ
る
事
例
も

あ
っ
た
。
明
治
三
一
年
四
月
に
東
京
帝
国
大
学
総
長
か
ら
子
爵
土
居
利
与
に
充
て
た

書
状
に
よ
れ
ば
、
旧
臣
で
あ
る
日
下
寛
に
、
ま
た
同
年
同
月
の
子
爵
松
平
容
大
宛
の

文
書
で
は
、
旧
臣
山
川
健
次
と
高
嶺
秀
夫
を
介
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
所

蔵
史
料
の
閲
覧
を
願
い
出
て
い
る（
10［
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉

坤
第
二
六
〇
）。
こ
の
時
は
、
家
譜
で
は
な
く
「
貴
家
御
所
蔵
古
文
書
及
古
記
録
類
」

の
閲
覧
を
求
め
た
者
で
あ
っ
た
が
、「
御
参
考
可
相
成
記
録
無
之
」と
断
ら
れ
て
い
る
。

二　

華
族
か
ら
の
閲
覧
要
請
や
情
報
の
共
有

　

前
節
で
は
、
史
料
編
纂
掛
か
ら
華
族
へ
の
依
頼
を
確
認
し
た
が
、
華
族
側
か
ら
の

閲
覧
請
求
も
複
数
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
明
治
二
八
年
五
月
一
三
日
、
正
四
位
伯
爵

南
部
利
恭
か
ら
の
書
状（
６「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉坤
第
一
八
八
）

で
は
、「
拙
家
祖
先
歴
代
之
事
蹟
取
調
之
義
ハ
兼
テ
着
手
為
在
候
得
共
、
家
記
而
巳

ニ
テ
ハ
何
様
不
充
分
ニ
候
條
」
と
い
う
理
由
で
、
史
料
編
纂
掛
で
蒐
集
し
た
史
料
を

借
覧
・
謄
写
し
た
い
と
申
し
出
て
い
る
。
同
様
の
申
し
出
は
、
同
年
六
月
四
日
侯
爵

前
田
利
嗣
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉

坤
第
二
二
二
）。
史
料
編
纂
掛
に
お
い
て
は
業
務
の
優
先
を
条
件
に
し
な
が
ら
も
、

こ
う
し
た
申
出
に
は
対
応
し
た
。
明
治
三
〇
年
に
は
、
久
邇
宮
家
が
、
朝
彦
親
王
事

跡
を
編
纂
中
で
あ
り
、史
料
編
纂
所
へ
聞
集
録
の
借
用
依
頼
が
家
令
か
ら
な
さ
れ
た
。

有
栖
川
宮
家
も
ま
た
、
熾
仁
親
王
事
跡
を
編
纂
中
で
あ
り
、
史
料
編
纂
掛
が
所
蔵
し

て
い
る
旧
修
史
局
編
纂
「
復
古
記
」
を
利
用
し
た
い
と
申
請
し
て
い
る
。
但
し
、
復

古
記
は
副
本
が
な
く
、
史
料
編
纂
上
日
常
参
考
に
し
て
い
る
た
め
、
史
料
編
纂
掛
に

来
て
、
そ
の
場
で
閲
覧
の
こ
と
と
し
て
対
応
し
た
。
明
治
期
に
は
、
大
名
華
族
だ
け

で
は
な
く
、
公
家
に
お
い
て
も
家
史
編
纂
が
進
ん
で
い
た
。
公
家
の
中
に
は
、
葉
室

伯
爵
家
（
８
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
〇
年
〉
坤
第
四
七
三
）
や
万

里
小
路
伯
爵
家
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
八
四
）

な
ど
の
よ
う
に
、
維
新
に
よ
る
史
料
の
散
逸
が
激
し
く
、
完
全
な
る
記
録
文
書
の
所

蔵
は
な
い
と
い
う
回
答
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
阿
野
子
爵
家
の
記
録
類
が

園
池
子
爵
家
で
保
管
し
て
あ
る
事
例
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三

一
年
〉
史
第
一
一
）
や
、
先
に
内
閣
記
録
局
に
貸
し
出
し
て
い
た
記
録
類
が
、
広
橋

伯
爵
家
を
経
て
、
現
在
は
橋
本
伯
爵
家
に
預
け
て
あ
る
と
い
う
菊
亭
侯
爵
家
の
事
例

（
12
「
華
族
往
復
〈
明
治
三
二
年
〉」
史
第
四
三
）
も
認
め
ら
れ
る
。
特
に
公
家
の

場
合
は
、「
材
料
」
の
保
管
先
が
別
な
場
所
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
華
族
へ
の
問
い

合
わ
せ
の
過
程
で
、
所
在
情
報
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
中
に
は
、
近
衛

家
の
よ
う
に
、
二
条
離
宮
の
土
蔵
に
て
保
管
し
て
い
る
た
め
、
宮
内
省
の
許
可
を
得

て
欲
し
い
と
い
う
回
答
を
得
、
さ
ら
に
、
史
料
の
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
も
土
蔵
か
ら

の
持
ち
出
し
は
不
可
と
の
回
答
を
得
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
８
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民

往
復
」〈
明
治
三
〇
年
〉
坤
第
三
三
六
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
華
族
に
お
け
る
「
材

料
」
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
家
に
よ
る
事
情
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
細
や

か
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
該
期
の
史
料
編
纂
掛
は
原
史
料

の
収
集
を
目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
、
原
本
は
あ
く
ま
で
も
所
蔵
者
の
手
許
に
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
閲
覧
ま
た
借
用
し
て
謄
写
の
形
で
情
報
を
蓄
積
す
る
形
を

と
っ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
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三　

旧
領
地
へ
の
採
訪

　

史
料
編
纂
掛
か
ら
華
族
へ
の
期
待
は
「
材
料
」
の
閲
覧
や
所
在
情
報
の
開
示
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
次
に
示
す
の
は
、
明
治
二
九
年
三
月
一
二
日
（
三
月
一
六
日
送
達

済
）、
帝
国
大
学
総
長
か
ら
公
爵
毛
利
元
徳
・
子
爵
吉
川
経
健
に
当
て
た
書
状
で
あ

る
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
一
〇
四
）

昨
年
来
本
学
中
ニ
史
料
編
纂
掛
ヲ
置
キ
年
々
各
地
方
ヨ
リ
材
料
輯
集
ノ
運
ニ
有

之
候
ニ
付
、
今
般
材
料
採
訪
ト
シ
テ
史
料
編
纂
委
員
文
科
大
学
助
教
授
三
上
参

次
助
員
山
田
安
泰
外
一
人
岡
山
広
島
山
口
ノ
三
県
へ
為
致
出
張
候
間
、
旧
領
地

巡
回
之
際
ハ
採
訪
方
之
儀
可
成
部
儀
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
候
様
致
度
、
此
段
及
御
依
頼

候
也

　

史
料
編
纂
掛
の
史
料
採
訪
出
張
に
際
し
、
旧
領
主
と
し
て
便
宜
を
図
っ
て
欲
し
い

と
す
る
依
頼
で
あ
る
。
こ
の
他
、
明
治
二
九
年
七
月
に
史
料
編
纂
委
員
小
中
村
義
象
、

助
員
佐
藤
球
が
愛
知
県
へ
出
張
の
際
、
公
爵
徳
川
義
礼
に
対
し
、
旧
領
地
巡
回
に
際

し
便
宜
を
図
っ
て
欲
し
い
旨
を
依
頼
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉

坤
第
四
一
六
）、
三
重
・
愛
知
両
県
の
採
訪
に
際
し
、
子
爵
本
多
忠
敬
・
子
爵
小
河

原
信
好
・
伯
爵
藤
堂
高
昭
に
対
し
、
旧
領
地
巡
回
の
際
に
、
便
宜
を
図
っ
て
欲
し
い

旨
を
依
頼
し
て
い
る
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
四
一
三
）。

同
様
の
事
例
は
多
々
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
単
に
文
書
で
依
頼
を
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
職
員
が
東
京
の
邸
宅
に
挨
拶
に
出
向
き
助
成
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
華

族
側
か
ら
は
当
主
不
在
の
場
合
は
家
扶
が
対
応
す
る
の
で
い
つ
で
も
来
館
可
と
返
書

が
あ
る
（
６
「
皇
華
士
族
平
民
往
復
」〈
明
治
二
八
年
〉
坤
第
四
一
三
）
な
ど
、
史

料
編
纂
掛
の
職
員
が
直
接
当
主
と
面
会
し
て
直
談
で
き
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

る
。
ま
た
、
華
族
と
の
往
来
信
に
つ
い
て
は
、
予
め
口
頭
で
の
打
ち
合
わ
せ
が
あ
っ

た
た
め
か
、
依
頼
文
に
対
す
る
返
書
は
僅
か
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
華
族
側
の
対

応
の
詳
細
は
な
お
不
明
な
点
も
多
い
。

　

華
族
の
場
合
、
桑
名
藩
主
の
史
料
閲
覧
は
、
東
京
邸
に
史
料
が
あ
っ
た
こ
と
で
実

現
し
た
事
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
史
料
が
旧
領
地
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少

な
く
な
く
、
こ
う
し
た
場
合
は
、
史
料
編
纂
掛
の
出
張
の
機
会
に
訪
問
が
試
み
ら
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
に
示
す
の
は
、
明
治
三
〇
年
七
月
（
一
六
日
送
達
済
）、
東

京
帝
国
大
学
総
長
か
ら
子
爵
榊
原
政
敬
・
子
爵
牧
野
忠
篤
・
伯
爵
前
田
利
同
に
宛
て

た
書
状
で
あ
る
（
８
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
〇
年
〉
坤
第
四
三
〇

～
四
三
二
）。

今
般
史
料
蒐
集
ノ
為
メ
、
新
潟
県
下
へ
史
料
編
纂
委
員
文
科
大
学
助
教
授
三
上

参
次
出
張
為
致
候
付
、
貴
家
及
御
旧
領
中
古
記
録
古
文
書
類
所
蔵
者
有
之
候
ゝ

其
分
ト
モ
可
成
便
宜
ニ
閲
覧
相
整
候
様
御
取
計
相
来
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　

史
料
編
纂
掛
の
出
張
に
際
し
、
旧
領
主
と
し
て
便
宜
を
図
っ
て
欲
し
い
と
す
る
依

頼
で
あ
る
が
、
各
家
の
調
査
も
あ
わ
せ
て
依
頼
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
依
頼
の
他
、

福
井
の
松
平
庚
荘
へ
の
書
状
で
は
、「
貴
家
御
所
蔵
之
文
書
旧
記
并
ニ
御
旧
領
内
ニ

存
在
致
居
候
書
類
等
、
此
際
無
遺
漏
閲
覧
為
致
度
候
」
と
し
、
す
で
に
県
庁
に
は
依

頼
し
て
い
る
が
、
旧
領
主
か
ら
も
伝
達
し
て
欲
し
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
際
、

「
本
学
ニ
於
テ
影
写
之
植
え
永
遠
保
存
致
シ
、
且
本
学
編
纂
ノ
編
年
史
料
へ
登
載
相

成
候
事
者
、
各
所
蔵
者
之
名
誉
ト
モ
相
成
事
ニ
候
」
と
し
て
い
る
（
８
「
皇
華
士
族

社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
〇
年
〉
番
号
無
）。
同
様
に
、
旧
領
地
へ
の
出
張
の
際
に
、

「
貴
家
所
蔵
之
文
書
旧
記
并
ニ
御
旧
領
内
ニ
存
在
致
居
候
書
類
」
の
調
査
を
依
頼
す

る
と
し
、
詳
細
な
説
明
を
出
張
者
が
参
館
し
て
説
明
し
た
い
旨
を
明
治
三
一
年
七
月

に
、
侯
爵
佐
竹
義
生
・
子
爵
六
郷
政
鑑
・
子
爵
岩
城
隆
長
・
男
爵
生
駒
親
忠
・
子
爵

酒
井
忠
匡
に
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
四
五
七
）、

伯
爵
上
杉
茂
憲
・
伯
爵
酒
井
忠
篤
・
子
爵
織
田
信
敏
・
子
爵
水
野
忠
弘
・
子
爵
戸
澤

正
己
に
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明
治
三
一
年
〉
坤
第
四
四
四
）
に
願

い
出
て
い
る
。

　

東
京
の
邸
宅
で
の
調
査
の
要
請
と
し
て
は
、
明
治
三
一
年
六
月
に
は
、
子
爵
井
上

正
英
・
子
爵
堀
田
正
養
・
伯
爵
有
馬
賴
萬
・
子
爵
稲
葉
正
邦
・
子
爵
脇
坂
安
斐
・
子
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爵
久
世
廣
業
・
子
爵
戸
田
忠
友
・
侯
爵
久
我
通
久
・
伯
爵
日
野
資
秀
・
子
爵
加
藤
泰

秋
に
対
し
、
史
料
編
纂
委
員
文
科
大
学
助
教
授
三
上
参
次
が
参
館
し
て
、
所
蔵
の
文

書
記
録
を
閲
覧
し
た
い
と
申
し
出
て
い
る
（
10
「
皇
華
士
族
社
寺
平
民
往
復
」〈
明

治
三
一
年
〉
坤
第
三
九
七
・
史
二
二
）。
明
治
三
二
年
三
月
に
は
公
爵
岩
倉
具
定
・

公
爵
三
条
公
美
・
侯
爵
醍
醐
忠
順
・
侯
爵
徳
大
寺
実
則
・
侯
爵
尚
泰
・
侯
爵
広
幡
忠

朝
・
侯
爵
嵯
峨
公
勝
・
侯
爵
松
平
康
荘
・
侯
爵
山
内
豊
景
・
伯
爵
東
久
世
通
禧
・
伯

爵
松
浦
詮
・
伯
爵
戸
田
氏
共
・
伯
爵
松
平
頼
聰
・
伯
爵
溝
口
直
正
・
伯
爵
酒
井
忠

道
・
伯
爵
日
野
資
秀
・
伯
爵
奥
平
昌
恭
・
伯
爵
藤
堂
高
紹
・
子
爵
白
川
資
訓
に
（
12

「
華
族
往
復
」〈
明
治
三
二
年
〉
史
第
四
六
～
六
四
）、
明
治
三
二
年
三
月
に
、
伯
爵

小
笠
原
長
幹
・
子
爵
北
条
氏
恭
・
子
爵
土
岐
賴
知
・
子
爵
小
笠
原
長
生
・
子
爵
岩
城

隆
長
・
子
爵
織
田
信
親
・
子
爵
遠
山
友
悌
・
子
爵
木
下
俊
哲
・
子
爵
木
下
利
玄
に
、

（
12
「
華
族
往
復
」〈
明
治
三
二
年
〉
史
第
六
五
～
七
三
）
に
、
三
三
年
五
月
に
は

侯
爵
山
内
豊
景
・
子
爵
稲
葉
順
通
・
伯
爵
久
松
定
謨
・
子
爵
丹
羽
長
保
・
子
爵
青
山

忠
允
に
（
16
「
華
族
往
復
」〈
明
治
三
三
年
〉
史
第
二
八
～
三
二
）
問
合
わ
せ
る
な
ど
、

華
族
へ
の
調
査
依
頼
は
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

史
料
編
纂
掛
の
刊
行
が
進
む
に
つ
れ
、
史
料
編
纂
掛
は
細
か
な
情
報
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
二
年
九
月
（
13
「
官
省
等
往
復
」〈
明
治
三
二
年
〉

史
第
一
二
三
）、
外
務
省
編
纂
外
交
志
稿
中
に
引
用
し
て
あ
る
蒲
生
家
記
を
借
用
し

た
い
が
、
所
蔵
者
で
あ
る
石
川
県
士
族
蒲
生
俊
氏
の
現
住
所
が
不
明
で
あ
る
た
め
、

前
田
侯
爵
家
に
問
い
合
わ
せ
た
例
が
あ
る
。
前
田
家
か
ら
の
回
答
に
よ
っ
て
住
所
が

判
明
し
た
と
い
う
「
侯
爵
前
田
利
嗣
編
輯
方
」
か
ら
回
答
が
一
緒
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
、
前
田
家
側
の
罫
紙
は
「
編
輯
方
」
と
印
刷
し
て
あ
る
も
の
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。
大
名
華
族
の
中
に
は
編
輯
方
、
編
纂
所
な
ど
の
名
称
で
、
家
政
機
構
に
史
料

編
纂
に
拘
わ
る
部
署
を
持
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
部
局
が
有
す
る
情
報
は
、
史
料
編

纂
掛
に
と
っ
て
も
重
要
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
た
。

　

明
治
期
の
大
名
華
族
は
旧
領
地
に
事
務
機
構
を
併
設
す
る
邸
宅
を
所
有
し
て
い
る

例
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
大
名
華
族
の
邸
宅
（
ま
た
は
事
務
所
）
が
、
史
料
編
纂
掛

の
調
査
の
拠
点
と
な
り
、
大
名
家
の
職
員
、
時
に
は
編
纂
員
が
、
旧
領
地
に
残
る
史

料
の
道
先
案
内
人
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
全
国
的
に
均
一
で
は
な

く
、
地
域
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
編
纂
掛
の
採
訪
へ
の
中
継
と
し
て
、

府
県
の
み
な
ら
ず
大
名
華
族
が
一
定
の
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
と
は
い

え
、
例
え
ば
宮
内
省
や
華
族
会
館
を
介
し
、
華
族
に
対
し
て
一
斉
に
目
録
提
出
の
指

示
を
出
す
と
い
っ
た
動
き
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
個
々
の
家
に
対
す
る
協
力
依
頼

と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
り
、「
採
訪
」
に
は
人
的
な
交
流

が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

　

明
治
二
八
年
に
設
置
さ
れ
た
史
料
編
纂
掛
は
、
そ
れ
ま
で
の
部
局
が
担
っ
て
き
た

国
史
編
纂
の
事
業
を
継
続
し
な
が
ら
、
本
格
的
な
採
訪
に
着
手
し
た
。
そ
の
初
動
は
、

府
県
に
対
し
て
管
轄
地
域
に
お
け
る
「
材
料
」
の
所
在
情
報
を
と
り
ま
と
め
て
、
目

録
の
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
府
県
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
に
応
じ
た
か

は
、
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
史
料
編
纂

掛
で
は
複
数
の
手
段
を
講
じ
て
「
材
料
」
に
辿
り
着
こ
う
と
模
索
し
た
。
そ
の
過
程

で
見
出
し
た
重
要
な
拠
点
の
一
つ
が
華
族
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
華
族
の
中
に
は
家
史
編
纂
の
た
め

に
「
材
料
」
を
求
め
て
、
編
纂
体
制
を
整
え
た
家
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
華
族
の
そ

れ
は
、
刊
行
物
な
ど
の
成
果
を
十
分
に
出
す
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
詳

細
が
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
論
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

華
族
の
編
纂
員
た
ち
は
史
談
会
を
組
織
し
て
、
連
携
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ

れ
も
ま
た
、
十
分
な
成
果
を
出
せ
な
い
ま
ま
に
潰
え
て
い
た
。
要
す
る
に
、
華
族
が

一
体
と
な
っ
て
試
み
た
歴
史
編
纂
の
試
み
は
、
全
体
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と

評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
個
々
の
華
族
が
果
た
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し
た
役
割
を
、
当
該
期
の
歴
史
編
纂
の
研
究
に
十
分
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず

に
い
た
。
し
か
し
、
本
論
で
試
み
た
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
か
ら
み
た
華
族
は
、

歴
史
編
纂
の
た
め
の
重
要
な
原
本
所
蔵
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
旧
領
地
に
お
け
る
史

料
編
纂
掛
の
調
査
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
該
期
の
大
名
華
族
が
皇
室
の
藩
屏
と
い
っ
た
言
葉
で
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
「
中
央
の
華
族
」
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
地
方

の
華
族
」
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
と
り
わ
け
地
方
の
歴
史
を

紡
ぐ
「
材
料
」
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

華
族
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
た
な
研
究

視
角
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
但
し
、
華
族
全
体
が
同
一
の
役
割
を
果
た
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
大
名
華
族
と
公
家
華
族
の
差
、
家
ご
と
の
違
い
、
ま
た
地
域
差

な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
慎
重
に
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

　

本
所
所
蔵
の
「
往
復
」
は
、
本
所
が
所
蔵
す
る
大
量
の
影
写
本
・
謄
写
本
の
来
歴

を
知
る
た
め
に
有
益
な
史
料
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
往
復
」
か
ら
知

り
得
る
情
報
は
多
岐
に
亘
り
、
史
料
編
纂
掛
の
業
務
そ
の
も
の
を
知
る
、
史
料
編
纂

所
史
を
描
く
た
め
の
重
要
な
「
材
料
」
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
本
所
蔵
者
と
の
往

来
信
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
該
期
の
「
材
料
」
の
全
国
的
な
保
管
状
況
や
、
地
域
に
お
け

る
原
本
所
蔵
者
の
位
置
づ
け
な
ど
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

さ
れ
る
。
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
テ
ー
マ
で
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

註（
１
）　

帝
国
大
学
は
、
明
治
三
〇
年
六
月
に
京
都
帝
国
大
学
の
創
設
に
伴
い
、
東
京
帝
国

大
学
と
改
称
さ
れ
た
。

（
２
）　

採
訪
と
は
「
現
地
に
赴
い
て
史
料
原
本
の
所
在
を
確
認
し
、
こ
れ
を
借
用
し
、
副

本
を
作
成
し
、
も
っ
て
史
料
編
纂
の
素
地
と
す
る
手
続
を
い
う
」（
東
京
大
学
百
年
史

編
纂
委
員
会
編
『
東
京
大
学
百
年
史　

部
局
史
四
』（
東
京
大
学
、
一
九
八
七
年
）

五
五
一
頁
。
具
体
的
な
手
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
山
田
邦
明
「
史
料
採
訪
の
展
開
と

写
本
の
集
積
」（
東
京
国
立
博
物
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
時
を
超
え
て
語
る

も
の
』（
展
覧
会
図
録
）（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
３
）　

明
治
初
期
の
正
史
編
纂
に
お
い
て
は
、
今
日
一
般
的
に
「
史
料
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
を
「
材
料
」
と
呼
ん
で
い
た
（
松
沢
裕
作
「
修
史
局
に
お
け
る
正
史
編
纂
構
想
の

形
成
過
程
」（
松
沢
裕
作
編
著
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』、
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
）。「
往
復
」
で
は
、「
材
料
」、「
史
料
」、「
記
録
文
書
」
な
ど
な

ど
複
数
の
語
の
併
用
が
見
ら
れ
る
が
、
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

（
４
）　
『
歴
史
地
理
』（
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
）
二
（
四
）、
一
九
〇
〇
年
。

（
５
）　

寺
尾
美
保
「
明
治
期
島
津
家
に
お
け
る
家
史
編
纂
事
業
―
大
名
華
族
に
よ
る
『
国

事
鞅
掌
』
始
末
取
調
―
」（
前
掲
（
３
）『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』）。

（
６
）　

白
石
烈
「
宮
内
省
の
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
と
史
談
会
（
上
）・（
下
）」（『
書
陵
部
紀

要
』
七
一
・
七
二
、
二
〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
）。

（
７
）　

山
崎
一
郎
「
明
治
前
期
に
お
け
る
毛
利
家
の
修
史
事
業
と
毛
利
敬
親
の
伝
記
編
纂
」

（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
四
八
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

（
８
）　
「
史
料
編
纂
始
末
」
一
八
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵　

請
求
記
号
：0170-9

）。

（
９
）　

前
掲
（
８
）「
史
料
編
纂
始
末
」
一
八
。

（
10
）　

久
米
事
件
と
は
、
二
四
年
に
『
史
学
会
雑
誌
』
第
二
三
―
二
五
号
に
掲
載
さ
れ
た

久
米
邦
武
の
論
文
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
が
神
道
関
係
者
の
批
判
を
集
め
、
二
五

年
三
月
に
帝
国
大
学
史
誌
編
纂
委
員
を
依
願
免
官
し
た
事
件
を
い
う
。
久
米
邦
武
著
、

中
野
礼
次
郎
等
編
『
久
米
博
士
九
十
年
回
顧
録
』
上
下
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
三
四
年
）
な
ど
。

（
11
）　
「
史
料
編
纂
始
末
」
一
九
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵　

請
求
記
号
：0170-9

）。

（
12
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史　

史
料
集
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
13
）　
「
往
復
」
に
は
、
史
料
編
纂
掛
設
置
以
前
の
編
年
史
編
纂
掛
作
成
の
明
治
二
三
年
の

簿
冊
が
一
冊
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
三
四
六
点
で
あ
る
。
但
し
、
本
稿
執
筆
時
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は
「
往
復
」
整
理
作
業
の
途
中
で
あ
り
、
総
点
数
は
未
確
定
で
あ
る
。

（
14
）　

井
上
聡「
所
史
史
料
調
査
の
現
状
と
展
望
―
本
所
所
蔵『
往
復
』を
中
心
に
―
」（『
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
三
一
、
二
〇
二
一
年
）。

（
15
）　

前
掲
（
12
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史　

史
料
集
』。

（
16
）　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
著
、千
葉
功
・
松
沢
裕
作
訳
者
代
表『
歴
史
と
国
家
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）。
同
書
の
基
と
な
っ
た
の
は
、M

argaret 
M

ehl, 
H

istory and the State in N
ineteenth-C

entury Japan. B
asinstoke and London: M

ac-
m

illan, 

一
九
九
八
。

（
17
）　

前
掲
（
12
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史　

史
料
集
』
の
他
、
宮
地
正
人
「
政
治
と

歴
史
学
」（
西
川
正
雄
・
小
谷
汪
之
編
『
現
代
歴
史
学
入
門
』、
東
大
出
版
会
、

一
九
八
七
年
）、
宮
地
正
人
「
史
料
編
纂
所
の
歴
史
と
そ
の
課
題
」（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
編
『
歴
史
学
と
史
料
研
究
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
18
）　

前
掲
（
３
）「
修
史
局
に
お
け
る
正
史
編
纂
構
想
の
形
成
過
程
」。

（
19
）　

佐
藤
大
悟
「
修
史
部
局
に
お
け
る
『
府
県
史
料
』
編
纂
事
業
の
管
理
」（『
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
九
、
二
〇
一
九
年
）、
同
「
明
治
太
政
官
期
の
修
史
部

局
に
お
け
る
記
録
管
理
―
『
修
史
局
・
修
史
館
史
料
』
の
分
析
か
ら
―
」（『
国
文
学

研
究
資
料
館
紀
要　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』
一
五
、
二
〇
一
九
年
）。

（
20
）　

佐
藤
雄
基
「
明
治
期
の
史
料
採
訪
と
古
文
書
学
の
成
立
」（
前
掲
（
３
）『
近
代
日

本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』）。

（
21
）　

前
掲
（
19
）「
修
史
部
局
に
お
け
る
『
府
県
史
料
』
編
纂
事
業
の
管
理
」。

（
22
）　

以
下
、
出
張
日
程
は
「
往
復
」
の
他
、
前
掲
（
12
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

史

料
集
』
の
「
史
料
採
訪
一
覧
」（
五
六
〇
―
五
七
三
頁
）
で
補
っ
た
。

（
23
）　

酒
井
信
彦
「
本
所
︹
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︺
々
蔵
華
族
諸
家
提
出
の
家
譜
に
つ

い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
一
二
、
一
九
七
七
年
）。




